
資料９ 令和４年９月定例会（付託）

防災・感染症対策特別委員会資料

教育委員会

「とくしまアラート」の引き下げに伴う学校教育活動の制限緩和について

１．部活動（合宿や練習試合等）について

（１）現状

・ 県内外を問わず、「合宿」は禁止

・ 県外他校との「練習試合等」は禁止

※ ただし、１か月以内に公式大会等への参加を予定している場合は除く。

また、公式な大会やコンクール等については参加可能。

（２）引き下げ後

・ 「合宿や練習試合等」については、当該地域の感染状況等を十分に

確認した上で適切に判断し、感染症対策を徹底した上で実施可能

※ 引き続き、活動時間は「平日２時間程度」、「休日３時間程度」

２．学校行事（校外行事）について

（１）現状

・ 「県外との往来」は、当該地域の感染状況等を十分に確認した上で

『慎重に判断』するとともに、

・ 「県内での実施」についても、感染症対策を徹底すること

（２）引き下げ後

・ 「校外行事」については、当該地域の感染状況等を十分に確認した

上で『適切に判断』し、実施の際は、感染症対策を徹底すること


